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江
戸
中
期
寛
延
の
三
件
の
怪
異
と
地
震
に
対
す
る
朝
廷
祈
禱
は
、
賀
茂
・
阿
部
・
卜
部
等
の
卜
占
や
先
例
を
基
に
判
断
さ
れ
た
が
、

怪
異
は
祈
禱
名
目
や
祝
詞
の
文
言
か
ら
は
除
去
さ
れ
、
天
皇
の
慎
み
や
国
家
安
全
祈
禱
と
し
て
、
そ
の
災
禍
に
対
処
し
た
。
一
方
、
自

然
現
象
へ
の
合
理
的
解
釈
も
社
会
に
浸
透
し
、
神
社
社
家
等
は
、
怪
異
を
神
社
造
営
や
運
営
参
加
を
要
求
す
る
契
機
と
し
て
利
用
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　
祈
禱
　
地
震
　
怪
異
　
朝
廷
　
卜
占

は
じ
め
に

　
賀
茂
別
雷
神
社
（
以
下
、
上
賀
茂
社
と
略
す
）
の
釡
鳴
・
山
鳴
動
の
怪
異
は
、
中
川
学
氏
が
「
神
社
争
論
を
め
ぐ
る
朝
廷
と
幕
府
の

裁
判
」 

⑴ 

で
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
を
、
ま
た
笹
本
正
治
氏
が
『
鳴
動
す
る
中
世
』 

⑵ 

で
、
賀
茂
神
社
ほ
か
各
地
の
例
を
論
じ
て
い
る
。

中
川
氏
は
、
寛
延
・
宝
暦
期
（
一
七
四
八
―
六
四
）
に
お
け
る
上
賀
茂
社
の
神
社
運
営
を
独
占
す
る
神
社
支
配
層
（
社
司
等
）
と
、
そ
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こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
非
役
氏
人
層
と
の
神
社
運
営
を
め
ぐ
る
対
立
が
、
天
変
地
異
（
鳴
動
）
を
契
機
に
訴
訟
へ
と
発
展
し
た
朝
廷

と
幕
府
の
神
社
争
論
の
争
点
の
一
つ
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
争
点
と
は
、
①
神
供
不
正
、
②
社
地
材
木
伐
採
、
③
鳴
動
の
三
点
で

あ
り
、
釡
鳴
・
山
鳴
動
は
、
氏
人
一
一
八
名
が
社
司
等
の
不
正
に
対
す
る
神
の
怒
り
と
し
て
、
寛
延
四
年
四
月
一
八
日
に
賀
茂
伝
奏
葉

室
頼
要
に
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
五
月
八
日
に
社
司
・
評
定
が
京
都
町
奉
行
所
に
出
訴
し
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
・
幕
府
双
方
で
裁
判

さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
中
川
氏
は
鳴
動
に
重
き
を
置
い
て
い
な
い
が
、
最
初
の
朝
廷
側
の
裁
許
で
は
、
こ
の
釡
鳴
・
山
鳴
動
に
対
す
る

社
司
側
の
判
断
に
対
し
て
、
籠
居
（
閉
門
）・
蟄
居
（
逼
塞
）
と
い
う
厳
し
い
処
置
を
下
し
て
い
る
。
笹
本
氏
は
賀
茂
神
社
の
鳴
動
は
、

中
世
で
は
神
が
何
か
を
知
ら
せ
る
音
で
あ
り
、
朝
廷
に
連
絡
し
国
家
と
し
て
の
対
応
が
な
さ
れ
る
大
事
と
し
て
一
五
世
紀
末
ま
で
理
解

さ
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
朝
廷
が
な
ぜ
、
社
司
に
対
し
て
厳
し
い
処
置
を
下
し
た
の
か
と
い
う
原
因
を
考

え
、
寛
延
年
間
の
上
賀
茂
社
と
三
つ
の
怪
異
と
祈
禱
に
つ
い
て
分
析
し
、
朝
廷
に
よ
る
怪
異
地
震
祈
禱
の
問
題
と
し
て
論
じ
た
い
。
本

稿
の
主
た
る
史
料
は
、
上
賀
茂
社
の
「
日
記
」
で
あ
り
、
こ
の
期
の
朝
廷
史
料
と
し
て
は
、
要
と
な
る
摂
政
一
条
道
香
の
日
記
は
な
い

の
で
、
そ
の
父
太
政
大
臣
一
条
兼
香
の
「
兼
香
公
記
」 

⑶ 

と
、
武
家
伝
奏
廣
橋
兼
胤
の
『
公
武
御
用
日
記
』
⑷ 

を
使
用
す
る
。

一
　
寛
延
四
年
の
地
震
と
朝
廷
の
祈
禱

　
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
春
・
夏
は
地
震
の
多
い
年
で
あ
っ
た
。「
兼
香
公
記
」
か
ら
、
同
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
地
震
を
抽
出

し
た
も
の
が
、
表
で
あ
る
。
四
月
二
六
日
越
後
高
田
平
野
（
現
、
上
越
市
）
を
震
源
と
す
る
推
定
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
〇
～
七
・
四
の

激
震
が
発
生
し
、
死
者
一
五
四
一
人
余
⑸ 

と
推
定
さ
れ
、
二
七
日
の
余
震
で
多
く
の
潰
家
が
発
生
し
た
。
京
都
で
は
、
二
月
二
九
日
に

推
定
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
五
・
五
～
六
・
〇
の
強
い
地
震
⑹ 

が
あ
り
、
一
条
兼
香
は
「
日
記
」
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
午
下
刻
艮
方
地
震
小
時
地
震
止
、
服
部
大
学
水
戸
屋
敷
地
震
見
舞
也
、
西
園
寺
前
左
府
・
石
山
中
将
・
庭
田
前
大
納
言
等
地
震
為

　
　
見
舞
也
、（
中
略
）
自
摂
政
以
使
地
震
為
見
舞
余
与
里
使
来
云
々
、
禁
裏
・
女
院
等
伺
御
機
嫌
了
、
此
日
女
院
御
幸
依
為
地
震
右
右

（
マ
マ
）
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共
御
延
引
沙
汰
也
、
宝
永
四
年
十
月
四
日
午
下
刻
地
震
、
又
去
年
七
、八
度
、
此
度
午
下
刻
地
震
三
ヶ
度
也
⑺

　
ま
た
高
田
地
震
に
つ
い
て
は
、
後
日
の
伝
聞
を
五
月
一
二
日
に
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
去
廿
五
日
二
月
廿
九
日
歟

越
後
国
惣
地
震
凡
ク
ツ
ル
ゝ
家
ハ

五
百
取
沙
汰
、
自
京
都
者
甚
シ
キ
ヤ
ウ
す
云
々

表
に
よ
る
と
、
二
月
二
九
日
か
ら
地
震
は
断
続
的
に
続
き
、
三
月
九
回
、
四
月
七
回
、
五
月
七
回
、
六
月
二
回
、
閏
六
月
二
回
に
及
び
、

こ
の
間
、
兼
香
は
、
三
月
一
六
日
。
同
二
五
日
に
地
震
と
鹿
島
神
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
三
月
一
六
日
の
地
志
ん
の
歌
　
　

　
　
　
　
　
　
三
へ
ん
唱
れ
ハ
ま
し
な
い
と
成

　
　
　
　
　
　
ゆ
る
る
と
も
　
よ
も
や
ぬ
け
ま
し
　
か
な
め
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ま
の
神
君
　
あ
ら
ん
か
き
り
す

表　寛延４年２月～閏６月の地震
　「兼香公記」より作成

月　日 地 震 時 刻 等

２月29日 午下刻地震三ヶ度

３月１日 地震度々

２日 地震

３日 間々地震

６日 地震度々

９日 夜亥下剋地震

10日 両度地震

12日 午下刻地震三ヶ度

19日 午刻地震

20日 子刻計地震云々

４月４日 地震辰下刻

13日 酉下刻地震云々

16日 午下刻亥剋地震云々

20日 卯斜地震

22日 午刻地震

26日 子刻地震

５月１日 子刻地震

４日 此節度々地震云々

11日 子刻辰下刻地震

12日 去25日越後惣地震

23日 未刻地震

25日 丑刻地震

29日 巳刻地震、度々

６月18日 巳刻時分地震云々

　25日 丑刻雷鳴地震

閏６月７日 未刻地震

15日 子刻過地震
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三
月
二
五
日
（
欄
外
）

　
　
　
か
し
ま
神
到
来
歟
　
神
膳
令
供
神
前
　
其
ワ
ケ
餅
ヵ
色
カ
ハ
リ
　
又
塩
小
鯛
ま
い
と
イ
ロ
ク
ス
フ
キ
ア
カ
リ
　

　
　
　
仍
東
国
三
十
三
ヶ
所
西
三
十
三
ヶ
所
社
司
　
是
為
祈
禱
之
由
　
本
か
し
ま
神
の
つ
け
可
有
之
由
示
之
云
々

　
　
　
昔
モ
ソ
ノ
タ
メ
シ
多
事
也

　
寛
延
四
年
当
時
、
地
震
は
鹿
島
神
の
要
石
に
よ
っ
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
伝
承
が
、
公
家
社
会
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
、
東
国
三
三
箇
所
西
国
三
三
箇
所
の
神
社
で
も
社
司
た
ち
が
祈
禱
す
る
時
、
地
震
は
鹿
島
神
の
つ
け
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
三
月
四
日
時
点
で
、
朝
廷
で
は
地
震
祈
禱
の
件
は
問
題
と
し
て
出
て
い
な
い
。
寛
延
四
年
地
震
に
対
し
て
、

一
早
く
行
動
を
起
こ
し
た
の
は
幕
府
で
あ
っ
た
。
関
東
下
向
中
で
あ
っ
た
武
家
伝
奏
廣
橋
兼
胤
は
、
三
月
一
三
日
の
「
日
記
」
⑻ 

に
以

下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
信
濃
守
示
云
、
伯
耆
守
傳
言
之
由
、
去
月
廿
九
日
京
洛
大
地
震
ニ
候
、
仍
　
御
所
方
可
被
窺
　
御
機
嫌
哉
、
豊
後
守
迄
被
尋
合
候

　
　
処
、
宝
永
大
地
震
之
節
無
之
儀
候
旨
難
示
来
候
、
今
度
ハ
可
被
窺
之
　
思
食
ニ
候
而
、
議
奏
中
迄
老
中
之
奉
書
ヲ
以
被
仰
進
候
、

　
　
最
早
翌
日
両
人
ハ
発
足
候
哉
、
議
奏
中
江
被
申
入
候
間
、
両
人
為
心
得
示
告
之
由
也

　
こ
れ
は
、
幕
府
よ
り
老
中
奉
書
に
よ
る
議
奏
宛
の
朝
廷
へ
の
地
震
見
舞
状
で
あ
り
、
議
奏
中
山
栄
親
・
姉
小
路
公
文
・
葉
室
頼
要
・

芝
山
重
豊
・
東
久
世
通
積
の
五
名
宛
の
書
札
に
は
、「
主
上
・
女
院
様
御
機
嫌
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
地
震
祈
禱
に
つ
い
て
は
一

言
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
宝
永
大
地
震
と
同
様
、
幕
府
か
ら
朝
廷
に
対
す
る
祈
禱
依
頼
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
で
も
、
連
続
す
る
地

震
に
対
す
る
祈
禱
は
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
四
月
一
九
日
、
一
条
兼
香
は
摂
政
一
条
道
香
よ
り
上
賀
茂
社
釡
鳴
の
話
を
聞
き
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
摂
政
来
臨
　
　
上
賀
茂
木
を
い
た
せ
ハ
神
明
之
と
く
令
申
入
、
若
此
事
年
内
炎
上
、
御
き
う
し
可
有
之
沙
汰
云
々
、
一
七
日
祭
前

　
　
夜
、
於
釡
戸
神
前
甚
加
カ
マ
ナ
リ
ソ
ノ
テ
イ
如
太
鼓
、
伝
奏
奉
行
沙
汰
可
被
聞
之
由
也
⑼ 
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こ
こ
に
は
上
賀
茂
の
木
を
伐
採
す
る
こ
と
は
神
明
の
徳
で
あ
る
と
い
う
申
し
入
れ
が
あ
り
、
も
し
こ
の
事
が
年
内
に
炎
上
、
御
凶
が

あ
る
と
の
沙
汰
で
あ
る
と
か
や
で
、
賀
茂
祭
前
夜
の
一
七
日
に
釡
戸
神
前
に
お
い
て
釡
が
太
鼓
の
よ
う
に
鳴
っ
た
と
い
う
風
聞
を
賀
茂

伝
奏
・
同
奉
行
よ
り
聞
い
た
と
記
し
て
い
る
。
中
川
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
賀
茂
祭
の
一
八
日
に
、
非
役
氏
人
が
賀
茂
伝
奏
に
鳴
動
を

契
機
に
社
司
ら
に
よ
る
神
事
神
供
と
社
地
の
木
伐
採
の
不
当
性
を
訴
え
た
こ
と
に
よ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
釡
鳴
の

真
相
究
明
と
併
行
し
て
、
禁
中
で
は
、
四
月
二
一
日
に
女
御
が
本
殿
へ
移
る
日
を
決
定
す
る
た
め
の
占
い
と
し
て
、
陰
陽
助
賀
茂
保
暠

に
占
文
を
行
な
わ
せ
る
の
と
同
時
に
、
地
震
に
対
す
る
吉
凶
占
い
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
占
文
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
幸
徳
井
占
文
⑽ 

　
　
　
去
二
月
廿
九
日
丁
酉
時
加
来
地
震
至 

四 

月

時
ゞ
地
震

　
吉
凶
如
何
占
得
凶
火
賁
遇
朱
雀
　
推
之
口
舌
火
災
等
可
被
慎
誡
乎

　
　
　
期
在
五
月
七
月
十
月
何
以
言
之
賁
有
　
火
之
象
朱
雀
主
口
舌
火
事
兼
被
致
　
祈
禱
至
期
殊
被
慎
御
者
　
其
咎
自
銷

　
　
　
而
可
為
安
全
乎

　
　
　
　
　
寛
延
四
年
四
月
二
十
日
　
陰
陽
助
賀
茂
保
暠

　
こ
の
占
文
は
、
二
月
二
九
日
か
ら
続
く
地
震
の
吉
凶
を
占
っ
た
と
こ
ろ
朱
雀
方
向
に
凶
と
で
た
の
で
火
災
等
の
難
を
警
告
し
、
天
皇

の
慎
み
と
祈
禱
を
必
要
と
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
占
文
に
続
い
て
兼
香
は
「
摂
政
来
臨
　
夕
膳
時
也
　

朱
雀
ハ

内
裏
ヨ
リ
北
ニ
ア

タ
レ
ハ

上
賀
茂
テ
イ
也

」
と
記
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
摂
政
道
香
が
夕
食
時
に
兼
香
邸
を
訪
問
し
て
、
幸
徳
井
（
賀
茂
）
の
朱
雀
方
角
凶
と
あ
る
占
文
と
、
そ
の
朱
雀
方
角

に
上
賀
茂
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
賀
茂
の
釡
鳴
を
占
の
凶
と
結
び
つ
け
た
の
は
、
一
条
兼
香
・
道
香
親
子
の
夕
食
時
の
話
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
二
月
二
九
日
の
地
震
に
つ
い
て
、
上
賀
茂
社
の
「
日
記
」
⑾ 

に
は
、「
未
刻
半
過
地
震
ニ
而
入
夜
小
地
震
数
十
度
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
特
に
こ
れ
を
山
鳴
動
・
怪
異
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
文
言
や
気
配
は
全
く
な
く
、
地
震
に
対
す
る
祈
禱
も
し
て
い
な
い
。

御
所
の
北
東
に
あ
た
る
比
叡
山
延
暦
寺
の
座
主
宮
門
跡
寺
院
で
あ
る
妙
法
院
の
「
日
記
」
⑿ 

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
二
月
廿
九
日
丁
酉
　
雨
　
当
番
（
略
）
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一
未
刻
大
地
震
動
　
須
臾
ノ
間
ナ
レ
ト
モ
動
揺
太
〆
　
燈
籠
等
倒
、
壁
壊
レ
所
ゞ
損
シ
ア
リ

　
　
　
　
右
震
動
ニ
付
、
為
窺
御
機
嫌
御
使
被
差
上
所
ゞ
、
禁
裏
様
・
女
院
様
・
有
栖
川
宮
様
・
八
十
宮
様
右
御
使
青
木
造
酒

　
　
　
一
禁
裏
様
江
御
月
次
御
祈
祷

（
マ
マ
）

之
巻
数
被
献
上
、
右
御
使
青
木
造
酒

　
　
三
月
朔
日

　
　
　
一
戌
刻
頃
地
動
、
昨
日
よ
り
軽
シ
、
昼
夜
数
度
小
動
ア
リ

　
　
同
　
二
日
（
前
略
）

　
　
　
一
暁
天
地
動
、
今
日
モ
終
日
少
宛
鳴
動
、
夜
ニ
至
テ
モ
不
止
、
丑
刻
計
震
動
烈
シ

　
延
暦
寺
で
は
、
燈
籠
な
ど
が
倒
れ
る
被
害
が
あ
り
、
早
速
、
桃
園
天
皇
・
青
綺
門
院
（
女
院
）
等
に
御
見
舞
い
の
使
者
を
派
遣
し
て

い
る
。
毎
月
の
月
次
祈
禱
の
巻
数
は
天
皇
へ
恒
例
行
事
と
し
て
献
上
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
寛
延
地
震
に
対
す
る
自
主
的
な
祈
禱
を
し

た
様
子
は
な
い
。

　
朝
廷
で
は
、
摂
政
の
も
と
に
既
に
賀
茂
祭
翌
日
の
四
月
一
九
日
に
は
、
上
賀
茂
釡
鳴
の
怪
異
の
風
聞
が
伝
わ
り
、
且
二
〇
日
に
は
賀

茂
保
暠
の
地
震
占
に
お
い
て
凶
と
さ
れ
る
や
、
同
二
一
日
夕
食
時
に
お
け
る
摂
政
一
条
道
香
と
太
政
大
臣
兼
香
の
会
話
か
ら
、
賀
茂
の

怪
異
に
対
す
る
祈
禱
は
、
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
釡
鳴
山
鳴
動
の
怪
異
究
明
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
が
、
四
月
二
九
日
に
上
賀

茂
社
に
対
し
て
、「
明
朔
日
ゟ
国
家
安
全
之
御
祈
一
七
ヶ
日
可
仕
旨
書
付
」
⒀ 

が
賀
茂
奉
行
清
閑
寺
益
房
よ
り
上
賀
茂
惣
代
保
韶
・
澄

直
二
名
に
渡
さ
れ
、
ま
た
朝
廷
は
七
社
七
寺
⒁ 

に
対
し
て
も
五
月
一
日
よ
り
七
日
間
の
地
震
祈
禱
命
令
を
発
し
た
⒂

。

二
　
上
賀
茂
神
社
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
に
対
す
る
対
応

　
四
月
二
九
日
に
上
賀
茂
社
が
、
賀
茂
奉
行
清
閑
寺
よ
り
渡
さ
れ
た
朝
廷
の
祈
禱
書
付
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
従
明
一
日
一
七
箇
日
之
間
　
国
家
安
全
　
玉
體
安
穏
　
諸
臣
萬
民
　
水
火
風
雨
天
災
地
揺
無
難
　
御
祈
一
社
一
同
可
抽
精
誠
事



寛
延
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
　
―
賀
茂
別
雷
神
社
を
中
心
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
瀬
　
久
美
子

七

　
一
来
月
八
日
巻
数
可
有
献
上
事

　
　
　
　
四
月
廿
九
日
⒃ 

こ
の
祈
禱
内
容
に
は
「
天
災
地
揺
」
と
い
う
地
震
の
文
言
は
入
っ
て
い
る
が
怪
異
の
文
言
は
な
い
。
こ
の
祈
禱
書
付
に
続
き
「
右
御
書

渡
外
北
社
怪
異
之
旨
御
祈
禱
之
中
右
之
儀
相
心
得
御
祈
禱
可
申
旨
御
口
上
ニ
而
被
仰
渡
候
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
釡
鳴
山

鳴
の
怪
異
に
つ
い
て
も
、祈
禱
の
中
に
含
め
て
祈
る
よ
う
に
と
い
う
伝
言
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。惣
代
は
怪
異
の
文
言
が
入
っ

て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
社
家
中
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
祝
詞
に
付
け
加
え
た
も
の
か
否
か
を
質
問
し
た
と
こ

ろ
、
賀
茂
伝
奏
の
所
へ
行
っ
て
指
示
を
仰
ぐ
よ
う
に
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
賀
茂
伝
奏
葉
室
頼
要
か
ら
の
指
示
は
、「
此
儀
祝
詞
申
時
、

右
之
儀
ぬ
く
之
可
申
旨
一
同
社
家
中
へ
者
右
之
儀
可
申
聞
仰
」
⒄ 

と
あ
り
、
祝
詞
か
ら
怪
異
の
文
言
は
抜
く
と
い
う
指
示
で
あ
っ
た
。

以
下
が
そ
の
祝
詞
で
あ
る
。

　
　
一
今
度
御
祈
禱
地
震
祝
詞
　
神
主
貴
布
祢
祝
ゟ
被
差
出
　
当
社
祝
詞
神
主
作
進
如
左

　
掛
毛
畏
幾
当
皇
太
神
宮
幷
八
社
　
摂
神
末
社
諸
神
乃
宇
津
乃
廣
　
前
尓
恐
美
恐

美毛

申
而
白
久
忝
毛
　
朝
廷
乃
詔
旨
於
奉
而
今

月
朔
日

与利

始
而
一
七
箇
日
廣
前
仁
社
司
氏
人
等
　
奉
詣
恃
今
日
吉
辰
各
参
集
而
　
常
毛
献
神
酒
採
供
倍
中
臣
祓
　
一
百
度
於
奉

読
而
祝
禱
申
事
乃
由
乎
　
掛
毛
畏
幾
大
神
平
久
安
久
聞
食
而
国
家
安
全
　
玉
體
安
穏
仁
諸
臣
万
民
仁
至

麻天

水
火

　
　
　
　
風
雨
天
災
地
揺
乃
無
難
夜
乃
守
日
乃
守
仁
　
護
幸
賜

倍止

恐
美
恐
美毛

申
須

　
　
　
　
　
寛
延
四
年
五
月
四
日
　
神
主
従
四
位
下
賀
茂
懸
主
正
久 

⒅

　
怪
異
の
文
言
は
祝
詞
よ
り
除
去
す
る
が
、
暗
に
申
し
含
め
る
と
い
う
伝
達
は
、
他
の
七
社
寺
に
お
い
て
も
徹
底
さ
れ
た
。
そ
れ
は
伊

勢
神
宮
や
延
暦
寺
へ
の
祈
禱
伝
達
を
示
す
以
下
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
１
伊
勢
神
宮
　
寛
延
四
年
五
月
一
日

　
　
　
　
国
家
安
全
玉
體
安
康
諸
臣
　
萬
民
水
火
風
雨
天
変
地
揺
無
難
　
加
茂
別
雷
社
辺
怪
異
有
之
由
　
御
祈
可
含
其
旨
不
知
之
由
、
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２
山
門
延
暦
寺
　
寛
延
四
年
四
月
二
八
日

　
　
　
　
自
来
月
一
日
一
七
箇
日
之
間
、
国
家
安
全
・
玉
體
安
穏
・
諸
臣
萬
民
・
水
火
風
雨
・
天
災
地
揺
、
無
難
御
祈
之
事
、　

　
　
　
　
可
抽
精
誠
之
旨
、
可
有
御
下
知
延
暦
寺
之
由
、
奉
行
職
事
一
通
御
到
着
候
、
此
旨
衆
中
可
有
存
知
之
由
、
座
主
宮
御

　
　
　
　
気
色
ニ
候
也

　
　
　
　
　
　
　
四
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
谷
法
眼
　
寛
純
　
判

　
　
　 

（
別
紙
）
今
度
被
仰
出
候
御
祈
之
儀
ニ
付
、
被
申
含
候
儀
有
之
間
、
明
日
左
之
中
壱
人
参
上
可
有
之
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
四
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
谷
法
眼

　
　
　
　
　
三
執
行
代
⒇ 

　
で
は
、
な
ぜ
賀
茂
の
怪
異
で
あ
る
山
鳴
動
釡
鳴
の
文
言
は
、
祈
禱
書
付
や
祝
詞
に
正
式
に
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
理
由
は
二
つ
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
は
、
五
月
一
日
か
ら
の
祈
禱
は
、
賀
茂
の
怪
異
に
対
す
る
祈
禱
で
は
な
く
、
二
月
以

来
相
次
ぐ
地
震
に
対
す
る
人
々
の
不
安
を
除
去
し
平
安
を
祈
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
朝
廷
か
ら
の

祈
禱
書
付
や
祝
詞
の
中
に
「
国
家
安
全
、
玉
體
安
穏
、
諸
臣
萬
民
水
火
風
雨
天
変
地
揺
無
難
」
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
二
つ
目
は
、
上
賀
茂
社
の
怪
異
、
即
ち
山
鳴
動
・
釡
鳴
に
対
す
る
見
解
が
、
賀
茂
社
の
社
司
と
氏
人
と
の
間
、
お
よ
び
社
司
間

で
も
対
立
し
て
お
り
、
不
分
明
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
田
覚
氏
が
「
江
戸
時
代
の
天
皇
・
朝
廷
は
、
政
治
権
力
お
よ
び
人
民
と
の
距
離
が
も
っ
と
も
遠
く
な
っ

た
が
ゆ
え
に
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
か
、
観
念
的
に
、
あ
る
い
は
タ
テ
マ
エ
と
し
て
、
国
家
に
対
し
て
は
支
配
者
、
ま
た
人

民
に
対
し
て
は
万
民
の
保
護
者
で
あ
る
と
の
意
識
を
維
持
し
、
人
民
に
善
政
を
施
す
べ
き
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
民
の
幸
福
を

祈
る
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
」
� 

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
安
全
、
万
民
無
難
を
祈
る
こ
と
が
、
古
来
か
ら
の
朝



寛
延
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
　
―
賀
茂
別
雷
神
社
を
中
心
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
瀬
　
久
美
子

九

廷
の
勤
め
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
明
示
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
禄
一
六
年
関
東
地
震
祈
禱
に
対
す
る
霊
元
上

皇
や
近
衛
基
熈
の
思
想
か
ら
も
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
別
稿
�

で
私
も
論
じ
て
い
る
。
で
は
、
元
禄
一
六
年
、
将
軍
綱
吉
命
に
よ
る
関

東
大
地
震
時
の
書
付
と
祝
詞
で
は
、
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
将
軍
綱
吉
に
お
い
て
も
、
朝
廷
に
と
っ
て
代
わ
る
国
家
統
治
者
と

し
て
の
意
識
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
幕
府
奉
行
所
等
よ
り
の
祈
禱
命
令
の
書
付
は
、「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」

に
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
上
賀
茂
社
中
が
認
め
た
書
付
を
以
下
に
掲
げ
る
。

　
　
一
此
度
一
七
ヶ
日
巻
数
太
麻
祝
詞
等
書
付
之
事

　
　
　
賀
茂
別
雷
皇
太
神
宮
御
祈
禱
　
日
供
備
進
之
事

　
　
　
　
一
社
一
同
一
七
ヶ
日
参
詣
之
事
　
中
臣
祓
一
千
度
執
行
之
事

　
　
　
　
　
右
奉
為
征
夷
大
将
軍
源
綱
吉
公
御
安
躰
　
天
下
泰
平
国
土
豊
饒
御
武
運
長
久
　

　
　
　
　
　
御
願
円
満
感
應
成
就
殊
　
掛
丹
誠
所
奉
祈
之
状
如
件

　
　
　
　
　
　
元
禄
十
六
年
十
二
月
　
　
　
　
御
一
社
中

　
　
　
　
　
　
祝
詞
ノ
留

　
　
　
　
　
掛
畏
多

皇
太
神
乃

宇
津
之
廣
前
仁

　
恐
美

恐
美
毛

申
奉
留

去
頃
江
府
震
動
志
天

　
民
間
騒
動
世
利

奉
為
　
征
夷
大
将
軍
源
綱
吉

　
　
　
　
　
公
幸
壽
長
遠
御
願
　
円
満
万
民
平
安
国
土
豊
饒
殊
者

　
一
社
一
同
仁

武
命
乎

蒙
天

一
七
ヶ
日
懈
怠
奈
久

　
誠
心
於

凝
之
冥
時

　
　
　
　
　
乎

祈
奉
留

所
奈
利

　
皇
太
神
此
状
於

平
久

安
介
久

聞
食
天

　
夜
乃

守
日
乃

守
常
盤
堅
盤
仁

　
護
幸
給
停
止

恐
美

恐
美
毛

申
須

　
　
　
　
　
　
　
元
禄
十
六
年
十
二
月
　
御
神
主
従
三
位
賀
茂
懸
主
就
久
　
敬
白
�

　
元
禄
一
六
年
の
書
付
の
文
言
に
万
民
の
文
言
は
な
く
、
祝
詞
に
は
「
円
満
万
民
平
安
国
土
豊
饒
」
を
願
う
と
い
う
文
言
は
あ
る
が
、

一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
征
夷
大
将
軍
綱
吉
の
御
安
躰
の
た
め
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
寛
延
四
年
の
朝
廷
よ
り
伊
勢
・
賀
茂
・

延
暦
寺
に
伝
達
さ
れ
た
祈
禱
書
付
や
上
賀
茂
社
の
祝
詞
に
は
、
玉
體
安
穏
の
た
め
に
国
家
安
全
等
を
祈
る
の
で
は
な
く
、
国
家
安
全
が
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第
一
に
位
置
し
て
お
り
、
玉
體
安
穏
は
諸
臣
萬
民
以
下
と
並
列
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
綱
吉
の
地
震
祈
禱
は
あ
く
ま
で
も
将
軍
の
た

め
で
あ
り
、
万
民
の
保
護
者
と
い
う
意
識
は
二
の
次
で
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
、
山
鳴
動
・
釡
鳴
に
つ
い
て
当
時
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。
同
年
四
月
二
五
日
、
賀
茂
伝
奏
葉
室
頼
要
は
、
神
主
と
一

社
惣
代
を
出
頭
さ
せ
て
、
上
賀
茂
社
の
山
鳴
動
・
釡
鳴
に
つ
い
て
直
接
尋
問
し
て
い
る
。

去
正
月
御
供
ニ

麁
末
之
品
有
之
候
由
、
且
神
木
被
伐
払
候
ニ

付
、
山
鳴
動
且
釡
等
茂
鳴
候
様
御
聞
被
成
候
、
此
儀
如
何
之
由
　
御

尋
ニ

付
答
ニ

、（
中
略
）
神
木
之
儀
此
儀
者
高
山
と
申
候
ニ

付
、
風
聞
候
聞
ニ

達
シ

候
義
与
奉
存
候
、
山
鳴
動
之
儀
曾
而
無
之
候
、

地
震
等
之
節
者
賀
茂
山
計
ニ
而

も
無
之
諸
山
一
統
鳴
候
儀
ニ
而

御
座
候
、
且
此
度
伐
払
候
山
者
神
殿
続
之
山
ニ
而

も
無
之
、
海
道
を

隔
社
家
中
惣
山
と
申
様
成
物
ニ
而

、（
中
略
）
山
ノ
木
伐
払
候
儀
者
、
寛
文
四
年
関
東
裁
許
状
ニ

も
有
之
候
故
、
相
談
を
以
伐
払
候

儀
ニ

御
座
候
（
中
略
）、
釡
之
儀
ハ

去
ル

十
七
日
翌
十
八
日
神
供

焼
（
マ
マ
）

候
節
、
薪
多
く
べ
候
故
ヵ
湯
気
之
勢
ニ
而

吹
切
候
様
ニ

風
聞
承

知
仕
候
、
釡
鳴
候
儀
者
火
之
気
無
之
釡
鳴
候
を
釡
之
鳴
与

及
承
知
候
、
此
度
之
儀
者
御
料
焼
候
ニ

付
、
湯
気
ニ
而

吹
切
候
与

被
存
候

由
申
上
処
、
仰
ニ

成
致
、
委
細
御
承
知
被
成
候
、
此
儀
も
山
鳴
動
或
ハ

釡
鳴
候
者
早
速
注
進
可
有
之
義
と
思
召
由
也
� 

　
社
司
で
あ
る
神
主
と
一
社
惣
代
の
回
答
は
、
①
山
が
鳴
動
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、
地
震
な
ら
ば
賀
茂
山
以
外
の
諸
山
も
鳴
動
し

た
は
ず
で
あ
る
。
②
木
を
伐
採
し
た
山
は
、
神
殿
続
き
の
山
で
は
な
く
、
街
道
を
隔
て
た
山
で
あ
る
。
③
釡
鳴
は
賀
茂
祭
の
た
め
四
月

一
七
・
一
八
の
両
日
、
神
餞
御
料
を
作
る
た
め
、
薪
を
多
く
く
べ
た
の
で
、
勢
い
よ
く
湯
気
が
吹
き
上
が
っ
た
時
の
音
で
あ
る
。
④
釡

鳴
と
は
火
の
気
の
な
い
釡
が
鳴
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
も
の
で
、
極
め
て
合
理
的
な
回
答
で
あ
る
。

　
一
方
、
四
月
二
六
日
付
の
岡
本
保
巨
以
下
、
非
役
氏
人
一
二
三
名
連
署
の
回
答
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
依
御
尋
謹
而

言
上
　（
前
略
）

　
　
一
山
鳴
動
之
事

　
　
　
此
儀
山
内
山
外
之
差
別
、
聢
与

承
届
不
申
候
事
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一
釡
鳴
候
事

　
　
　
此
儀
者
四
月
十
七
日
未
刻
計
、
炊
神
供
候
酒
殿
之
釡
鳴
候
事
相
違
無
御
座
候
、
ヶ
様
之
儀
者
是
迄
不
承
及
候
故
、

　
　
　
吉
凶
之
儀
も
不
伝
承
候
、
以
上

　
　
　
右
依
御
尋
言
上
如
件

　
　
　
　
　
寛
延
四
年
四
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
本
大
炊
保
巨
　（
中
略
）

　
　
　
葉
室
中
納
（
言
）
殿
　
御
雑
掌
中
� 

　
山
鳴
動
に
つ
い
て
は
、
非
役
氏
人
も
否
定
し
、
釡
鳴
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
鳴
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
具
体
的
な
記
述
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
従
来
な
く
吉
凶
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
と
慎
重
に
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
釡
鳴
に
つ
い
て
、
五
月
四
日
に
再

び
、
賀
茂
伝
奏
か
ら
賀
茂
惣
代
が
召
喚
さ
れ
、
釡
鳴
は
湯
気
の
勢
い
で
鳴
っ
た
も
の
と
い
う
が
、
京
都
へ
来
た
者
の
話
で
は
、
釡
鳴
は

甚
し
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
そ
の
釡
の
周
辺
に
い
た
下
役
人
に
も
よ
く
聞
い
た
上
で
、
一
社
中
連
名
（
実
名
直
筆
）
の
詳
し
い
書
付
を

提
出
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
た
。
同
五
日
に
は
、
賀
茂
惣
代
が
町
奉
行
所
に
賀
茂
伝
奏
・
賀
茂
奉
行
よ
り
尋
問
を
受
け
て
い
る
こ
と
へ
の

所
司
代
届
出
の
相
談
に
出
向
く
が
、
町
奉
行
所
よ
り
は
そ
の
必
要
な
し
と
拒
否
さ
れ
て
�

い
る
。
五
月
六
日
に
は
、
五
月
一
日
よ
り
開

始
さ
れ
た
国
家
安
全
・
地
震
祈
禱
の
祝
詞
が
日
記
に
記
載
さ
れ
、
同
時
に
社
司
の
中
に
も
、
連
名
を
断
る
者
が
続
出
し
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。

　
　
一
昨
四
日
御
伝
　
奏
被
仰
渡
ニ

連
名
書
付
御
相
談
可
被
　
成
事
兼
令
云
、
酒
殿
釡
之
儀
ニ

付
連
名
之
義
ハ

御
断
申
入
候
子
細
者
去
ル

十
七
日
用
事
有
之
酒
殿
辺
ニ

罷
在
候
処
　
釡
鳴
候
事
夥
敷
候
、
早
速
駈
付
見
及
候
処
、
差
而
火
を
焼
候
躰
茂
見
請
不
申
候
、
依

之
所
々
ニ
而

釡
鳴
候
事
夥
敷
由
申
咄
候
、
三
日
ニ

被
差
上
候
書
付
ニ
ハ

湯
気
之
勢
ニ
而

吹
切
候
由
左
候
得
者
私
所
々
ニ
而

相
咄
候
事
、

全
虚
言
ニ

相
成
候
故
、
連
名
御
断
申
入
候
由
也
、
尤
神
夫
小
目
代
口
書
ニ

湯
気
之
吹
切
与

申
儀
を
私
壱
人
鳴
候
由
申
い
か
ゝ
候
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へ
と
も
夫
ハ

聞
違
ニ
而

可
有
之
哉
、
又
火
を
焼
候
由
有
之
候
、
私
儀
ハ

差
而
火
を
焼
候
と
ハ

不
存
候
、
乍
然
竃
之
そ
ば
に
不
参
候

由
也
　
亍
時
保
萬
云
、
只
今
兼
令
被
申
候
通
ニ
而
ハ

弥
連
名
御
断
申
候
由
也
、
子
細
ハ

湯
気
之
勢
ニ
而

も
可
有
之
哉
与

御
伝
奏
ニ

而

申
上
候
得
者
、
氏
桂
ニ
ハ

如
何
可
被
存
哉
、
私
者
御
断
申
由
也
、
氏
桂
云
私
儀
者
御
伝
奏
ニ
而

申
上
候
義
、
三
日
ニ

被
差
上
候

書
付
茂
又
ハ
神
夫
小
目
代
口
書
茂
同
断
之
事
故
連
名
可
致
由
也
　
保
萬
ニ
ハ

兎
角
御
断
被
申
由
ニ
而

、
保
萬
・
兼
令
退
出
之
事
、

且
学
顕
ゟ
も
昨
夜
被
断
候
共
、
今
日
所
労
之
断
ニ

候
間
、
一
応
可
被
尋
由
ニ
而

沙
汰
人
を
以
被
尋
候
処
、
弥
連
名
出
席
断
之
事
、

評
ニ

三
日
書
付
被
指
出
候
節
ハ

各
一
同
ニ
而

今
更
連
名
被
相
断
候
得
ハ

御
條
目
二
月
誓
状
ニ

も
相
被
違
候
間
、
此
義
ハ

得
与

御
相
談

之
上
武
辺
江

御
願
ニ

候
、
尚
以
後
各
無
他
念
評
談
可
然
者
也

　
　
一
御
伝
奏
被
仰
渡
之
連
名
之
儀
ハ

御
断
被
申
上
、
神
夫
小
目
代
差
上
候
口
書
之
写
差
上
連
名
之
儀
ハ

御
断
被
申
上
可
然
ニ

決
各
退

散
�

　
右
の
史
料
か
ら
、
社
司
兼
令
（
沢
田
社
祝
）
が
連
名
を
断
っ
た
理
由
は
、
五
月
三
日
の
釡
鳴
は
湯
気
の
勢
い
と
い
う
書
付
で
は
、
四

月
一
七
日
に
実
際
、
火
も
な
い
の
に
釡
が
甚
だ
し
く
鳴
っ
て
い
る
の
を
見
分
し
た
こ
と
が
虚
言
に
な
る
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
兼
令
は
、
見
た
と
い
っ
て
も
竈
の
そ
ば
ま
で
近
寄
っ
て
は
い
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
。
保
萬
（
若
宮
祝
）・
学
顕
（
評
定
）

も
連
名
を
断
り
、
竈
の
下
役
人
で
あ
る
神
夫
小
目
代
は
口
書
で
湯
気
と
い
っ
て
い
る
こ
と
、
社
司
の
中
に
も
連
名
離
脱
者
が
い
る
の
で
、

賀
茂
伝
奏
へ
の
一
社
中
連
名
は
困
難
で
あ
り
断
る
こ
と
を
寄
会
で
決
定
し
た
こ
と
、
幕
府
側
に
吟
味
を
願
い
た
い
こ
と
等
が
読
み
と
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
釡
鳴
に
つ
い
て
は
、
非
役
氏
人
の
み
な
ら
ず
社
司
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
朝
廷
で
は
、
五
月
六
日
・
八
日
に
、
陰
陽
頭
・
助
の
安
倍
・
賀
茂
両
家
に
対
し
て
上
賀
茂
の
釡
鳴
吉
凶
占
を
要
請
し
て
い
た
。

　
１
賀
茂
別
雷
社
四
月
十
七
日
甲
申
未
刻
許
被
炊
神
供
候
酒
殿
釡
鳴
怪
異
吉
凶
如
何

　
　
　
　
占
刲
遇
巽
睽
蠱

　
　
　
推
之
鬼
魅
崇
幷
害
火
災
等
慎
也
　
怪
日
以
後
五
月
八
日
辰
巳
午
未
日
　
殊
以
　
慎
也
　
何
以
言
也
　
巽
風
也
　
睽
火
也
　
蠱
事
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一
三

　
　
　
也
　
兼
被
行
御
祈
者
其
咎
自
銷
　
可
為
安
全
乎

　
　
　
　
寛
延
四
年
五
月
六
日
　
陰
陽
助
兼
暦
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
登
守
賀
茂
朝
臣
保
暠

　
２
勘
申
釡
鳴
吉
凶
之
事

　
　
天
地
瑞
祥
志
曰
申
日
鳴
釡
家
中
喪
事
　
百
争
田
宅
大
富
家
中
　

　
　
右
去
月
十
七
日
甲
申
　
賀
茂
社
酒
殿
之
釡
鳴
也
　
謹
考
此
異
　
是
賀
茂
一
所
之
事
而
不
可
及
他
所
歟
　
謹
勧
申
如
件

　
　
　
寛
延
四
年
五
月
八
日
　
陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
泰
兄
�

　
右
の
二
つ
の
占
文
は
、
賀
茂
家
は
火
災
等
の
害
を
消
す
た
め
に
、
五
月
八
日
の
天
皇
の
慎
み
が
必
要
と
い
い
、
安
倍
家
は
釡
鳴
の
喪

失
は
大
き
い
が
、
こ
れ
は
賀
茂
一
所
の
み
の
こ
と
で
、
他
所
へ
害
は
及
ば
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
国
家
安
全
・
地
震
祈
禱
は
こ

の
占
文
以
前
に
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
陰
陽
道
両
家
の
占
い
が
直
接
祈
禱
祝
詞
に
影
響
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
山

鳴
動
に
つ
い
て
は
、
山
の
麓
に
住
む
柊
原
百
姓
が
否
定
し
て
お
り
、
頻
発
し
て
い
た
「
地
震
」
と
い
う
判
断
で
、
氏
人
と
社
司
評
定
双

方
と
も
問
題
と
し
な
い
合
意
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
、
次
の
史
料
� 

か
ら
伺
わ
れ
る
。

　
　
一
山
鳴
動
之
儀
山
林
麓
ニ

住
居
仕
候
柊
原
百
姓
共
不
承
、
於
賀
茂
ニ

茂
曾
而

遣
候
者
無
旨
社
司
評
定
ゟ
申
上
候
、
役
外
氏
人
ゟ
者

山
鳴
動
之
儀
相
違
無
之
候
得
共
、
山
内
山
外
之
差
別
聢
与

承
届
不
申
候
段
、
先
達
而
伝
奏
よ
り
御
尋
有
之
節
、
及
言
上
候
段
申

上
候
、
社
司
評
定
よ
り
ハ

山
鳴
動
不
致
旨
申
候
得
共
、
右
之
節
地
震
等
時
々
御
座
候
時
節
ニ

候
得
ハ

、
其
儀
を
山
鳴
動
与

風
聞
可

　
　
　
仕
儀
茂
可
有
之
、
社
領
山
続
鳴
動
致
候
儀
承
候
者
茂
有
之
哉
無
覚
束
段
、
社
司
評
定
よ
り
申
上
候
、
何
連
ニ

茂
社
家
中
評
決
不

　
　
　
行
届
様
畏
候
、
幷

此
儀
双
方
共
御
吟
味
相
願
候
存
念
無
御
座
候
趣
申
上
候
ニ

付
、
是
等
之
儀
茂
向
後
相
互
ニ

評
定
治
決
之
上
、

　
　
　
間
違
無
之
様
可
仕
儀
与

思
召
候
段
被
仰
渡
奉
畏
候
（
後
略
）
何
分
之
御
咎
可
被
仰
付
候
而

後
証
連
印
一
札
奉
差
上
候
處
仍
而

如
件

　
　
宝
暦
四
年
　
月

（
マ
マ
）三

月 
 

 
 

 
　
上
賀
茂
神
主

　
　
　
冨
野
大
蔵
権
大
輔
　
印
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禰
宜
　
　

　
　
　 

森
兵
部
権
少
輔
　
　
印
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
外
氏
人
惣
代 

　 

岡
本
甲
斐
守
　
　
　
印
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
信
濃
守
　
　
　
印
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
※
こ
の
外
社
司
評
定
二
五
名
と
役
外
氏
人
六
名
省
略
）

　
　
　
　
御
奉
行
所

三
　
怪
異
と
朝
廷

　（
一
）
寛
延
四
年
の
賀
茂
一
件
朝
廷
裁
許
と
怪
異

　
寛
延
四
年
の
賀
茂
の
怪
異
に
つ
い
て
は
、
祈
禱
祝
詞
か
ら
外
さ
れ
た
が
、
当
時
の
朝
廷
で
は
、
怪
異
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
の
寛
延
四
年
一
一
月
一
九
日
に
出
さ
れ
た
賀
茂
一
件
裁
許
�

か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

神
主

　   

冨
野
大
蔵
権
大
輔

　
　
釡
鳴
山
鳴
動
実
否
御
吟
味
之
処
、
前
後
間
違
之
儀
言
上
不
届
之
至
ニ

候
、
依
之
籠
居
被
仰
付
候
事

正
禰
宜
　
　
森
兵
部
権
少
輔
　

正
祝
　
　
　
林
宮
内
権
大
輔

　
　
右
同
断
御
咎
ニ

付
蟄
居
被
仰
付
候
事

雑
掌
　
　
　
西
池
右
京
権
亮

同
　
　
　
　
藤
木
越
後
守

　
　
右
之
輩
同
前
御
咎
ニ

付
籠
居
被
仰
付
候
事
　
　
　
　
　
　

若
宮
禰
宜
　
東
辻
修
理
大
夫
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間
　
瀬
　
久
美
子

一
五

　
　
右
言
上
之
趣
不
埒
ニ

付
急
度
遠
慮
被
仰
付
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
非
役
氏
人
　
岡
本
右
京
権
大
夫

同
　
　
　
　
山
本
豊
前
守

同
　
　
　
　
北
小
路
備
前
守

　
　
社
中
異
乱
如
此
程
之
儀
候
ハ

ゝ
先
達
ニ

可
致
注
進
義
依
御
尋
申
出
候
段
延
引
緩
怠
不
届
ニ

付

　
　
右
三
人
遠
慮
被
仰
付
候
非
役
氏
人
一
等
可
尋
此
旨
事

　
こ
の
外
別
紙
で
、
提
出
の
書
付
理
由
不
分
明
と
い
う
理
由
で
処
分
さ
れ
た
者
は
、
若
宮
祝
岡
本
大
和
守
が
数
年
評
議
差
止
の
上
急
度

慎
み
、
沢
田
社
禰
宜
山
本
長
門
守
と
社
大
夫
藤
木
陸
奥
介
が
急
度
慎
み
で
、
処
分
者
は
合
計
一
二
名
で
あ
る
。
釡
鳴
の
言
上
不
届
と
し

て
籠
居
（
閉
門
）
三
名
と
蟄
居
（
逼
塞
）
二
名
に
処
さ
れ
た
の
は
、
釡
鳴
は
湯
気
と
し
た
社
司
評
定
側
で
あ
り
、
釡
鳴
は
事
実
と
し
た

非
役
氏
人
三
名
は
、
裁
許
を
延
引
し
た
と
い
う
理
由
で
遠
慮
、
そ
し
て
、
最
後
に
、
釡
鳴
は
竈
の
そ
ば
迄
行
っ
て
い
な
い
が
事
実
と
主

張
し
た
沢
田
社
祝
山
本
駿
河
守
兼
令
は
、「
此
度
吟
味
之
義
ニ

付
申
分
文
明
神
妙
候
事
」
と
褒
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
処
分
は
、
釡
鳴

現
象
を
湯
気
と
自
己
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
鳴
動
と
い
う
怪
異
に
対
し
て
は
、
先
ず
朝
廷
に
報
告
し
て
判
断
を
仰
ぐ
と
い
う
中
世
以

来
の
伝
統
が
近
世
の
朝
廷
公
家
社
会
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
の
「
怪
異
」
へ
の
認
識
と

対
応
は
、
果
た
し
て
中
世
社
会
と
同
質
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
寛
延
年
間
に
連
続
し
て
起
き
て
い
る
他
の
二
件
の
怪
異
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　

（
二
）
寛
延
三
年
の
怪
異
と
朝
廷
の
祈
禱

　
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
六
月
朝
廷
で
は
奇
妙
な
怪
異
事
件
が
起
き
て
い
た
。
中
院
通
兄
（
八
月
内
大
臣
就
任
）
は
、
日
記
�

に
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
六
月
十
三
日
　
甲
申

晴
　
自
今
日
於
七
ヶ
寺
七
ヶ
日
之
間
有
御
祈
、
是
依
有
思
召
云
々
、
烏
数
多
常
集
于

御
園
樹
上
　
其
中
一
羽
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当
春
以
来
声
似
鶏
鳴
、
女
房
皆
怪
也
、
故
院
御
事
ノ
後
、
各
称
不
吉
、
頃
日
又
来
鳴
樹
上
、
女
房
甚
恐
し
嗷
々
称
不
吉
之
由
云
々
、

　
　
　
摂
政
雖
黙
止
内
々
被
尋
問
于

賀
安
両
家
候
処
、
賀
家
称
吉
、
安
家
称
火
難
病
患
、
仍
被
存
不
可
如
、
被
行
御
祈
之
由
候
間
候
へ
ハ

、

　
　
　
者
依
此
事
被
行
御
祈
云
々

　
天
皇
御
所
の
樹
上
に
飛
ん
で
き
た
烏
の
群
れ
の
一
羽
が
鶏
の
鳴
声
に
似
て
お
り
、
四
月
二
三
日
の
桜
町
上
皇
崩
御
の
後
な
の
で
、
女

官
達
が
恐
ろ
し
が
り
不
吉
と
騒
ぐ
の
で
、
摂
政
一
条
道
香
は
黙
止
し
て
い
た
が
、
密
か
に
陰
陽
道
の
賀
茂
家
と
安
倍
家
に
占
わ
せ
た
と

こ
ろ
、
賀
茂
家
は
吉
、
安
倍
家
は
火
難
病
患
と
称
し
た
の
で
、
祈
禱
を
行
な
う
こ
と
に
な
り
、
七
大
寺
に
対
し
て
七
日
間
の
祈
禱
命
令

を
桃
園
天
皇
が
発
し
た
と
記
し
て
い
る
。
朝
廷
で
は
、
六
月
九
日
か
ら
一
〇
日
に
か
け
て
、
安
倍
（
土
御
門
）
家
・
源
（
小
泉
）
家
・

賀
茂
（
幸
徳
井
）
家
の
三
家
に
吉
凶
の
占
い
を
さ
せ
て
い
た
。
太
政
大
臣
一
条
兼
香
は
、
日
記
�

に
次
の
三
つ
の
勘
文
を
記
し
て
い
る
。

　
　
１
勘
申
怪
異
の
事

　
　
　
鴉
鶏
の
声
を
作
て
唱
事
あ
り
、
こ
れ
先
に
（
破
損
）
崩
御
の
前
か
た
志
ば
志
ば
此
事
あ
り
、
今
又
（
略
）
甚
吉
凶
を
卜
ひ
申
に

　
　
　（
中
略
）
も
と
陰
気
陽
越
剋
す
と
い
へ
共
畢
竟
に
至
て
火
成
に
水
き
し
の
象
な
り
、
去
る
春
賀
茂
社
怪
象
の
勘
文
に
申
如
く
火

　
　
　
災
の
恐
れ
な
き
に
し
も
あ
ら
す
（
中
略
）
天
地
瑞
祥
志
爰
窺
輯
要
に
禽
鳥
の
卜
数
多
見
申
遣
共
、
此
例
に
当
れ
る
も
の
な
し
謹

　
　
　
勘
申
事

　
　
　
　
　
寛
延
三
年
六
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
須
邦

　
　
２
勘
申
怪
異
事

　
　
　
今
日
午
時
烏
声
似
鶏
鳴
謹
以
八
純
之
卜
勘
之
、
則
是
凶
也
、
或
火
災
或
病
患
之
機
、
最
可
為
御
慎
者
乎

　
　
　
　
　
寛
延
三
年
六
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陰
陽
大
属
有
彛

　
　
３
六
月
九
日
午
過
刻
烏
作
鶏
鳴
十
四
五
声
吉
凶
如
件

　
　
　
非
妖
怪
之
所
致
歟
、
何
以
言
之
鶏
司
晨
鳥
　
亦
（
破
損
）
暮
去
　
各
陽
鳥
識
時
之
物
也
、
且
似
鶏
声
者
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瀬
　
久
美
子

一
七

　
　
　
気
類
相
感
也
、
夫
烏
之
為
瑞
久
矣
　
以
右
反
哺
仁
恵
之
徳
故
　
為
吉
鳥
可
為
（
破
損
）

　
　
　
　
　
寛
延
三
年
六
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陰
陽
助
加
茂
保
暠

　
こ
の
三
つ
の
勘
文
か
ら
、
烏
が
鶏
鳴
を
発
し
た
の
は
、
六
月
九
日
正
午
頃
で
、
安
倍
泰
邦
は
先
例
な
し
、
小
泉
有
彛
�

が
凶
、
賀
茂

保
暠
は
吉
と
い
う
三
者
三
様
の
占
い
を
出
し
た
。
中
院
通
兄
、
一
条
兼
香
共
に
、
桃
園
天
皇
が
七
ヶ
寺
に
七
日
間
の
祈
禱
を
命
じ
た
と

し
て
い
る
が
、
伊
勢
神
宮
で
も
六
月
二
二
日
に
「
御
祈
　
国
家
安
全
・
玉
體
安
康
・
諸
臣
萬
民
・
水
火
風
雨
無
難
」
の
祈
禱
を
し
た
�

こ
と
を
記
し
、
上
賀
茂
社
で
も
六
月
二
一
日
に
「
自
来
廿
二
日
一
七
ヶ
日
之
間
、
国
家
安
全
・
玉
體
安
康
・
諸
臣
萬
民
・
水
火
風
雨
無

難
御
祈
之
事
」
� 

と
七
日
間
の
祈
禱
書
付
が
記
さ
れ
て
お
り
、
延
暦
寺
根
本
中
堂
で
も
、
一
三
日
か
ら
七
日
間
天
下
安
全
祈
禱
後
二
〇

日
に
巻
数
を
献
上
�

し
、「
頼
言
卿
記
」
に
は
、
七
社
七
寺
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
怪
異
に
対
し
て
朝
廷
が
、
七
社
七

寺
で
国
家
安
全
祈
禱
を
命
じ
て
い
た
�

こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
怪
異
と
い
う
文
言
は
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
中
世
の
金
鶏
は
吉
凶
の

両
用
の
意
味
が
あ
り
、
戦
国
期
に
も
、
鶏
は
地
震
や
火
事
な
ど
を
告
げ
る
鳥
と
し
て
意
識
�

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
中
世
の
伊
勢
神
宮

の
鳴
動
記
事
は
、弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
の
蒙
古
襲
来
や
観
応
の
擾
乱
（
一
三
五
一
年
）
の
時
に
も
見
ら
れ
、嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）、

室
町
幕
府
将
軍
義
勝
が
一
〇
歳
で
赤
痢
の
た
め
死
去
す
る
と
、
石
清
水
・
春
日
・
賀
茂
等
の
諸
社
で
の
怪
異
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
国
家
が
危
機
に
直
面
し
た
時
期
と
鳴
動
が
連
鎖
�

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
、
寛
延
期
の
朝
廷
内
で
も
、
桜
町
上
皇
が

三
一
歳
の
若
さ
で
、
七
社
祈
禱
を
す
る
暇
も
な
く
崩
御
�

に
至
る
と
い
う
不
安
な
状
況
が
あ
り
、
烏
鶏
鳴
は
こ
の
不
安
が
呼
び
起
こ
し

た
現
象
で
あ
る
と
考
え
る
。
新
帝
桃
園
天
皇
は
、
わ
ず
か
九
歳
で
あ
っ
た
。

　

（
三
）
寛
延
二
年
の
上
賀
茂
社
鼠
害
と
朝
幕
関
係

　
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
九
月
九
日
御
神
事
御
戸
開
の
時
、
上
賀
茂
社
本
宮
内
陣
を
神
主
と
祝
が
見
た
と
こ
ろ
、
鼠
が
入
り
御
帳
帷

や
飾
紐
を
喰
破
り
畳
の
縁
に
も
損
害
が
見
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
一
社
第
一
の
一
大
事
で
あ
る
の
で
、
早
々
に
造
替
を
朝
廷
と
幕
府
に

願
い
出
る
こ
と
が
、
翌
一
〇
日
の
臨
時
寄
会
で
決
定
さ
れ
る
と
、
惣
代
が
賀
茂
奉
行
日
野
西
資
興
・
賀
茂
伝
奏
清
閑
寺
秀
定
及
び
京
都
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東
町
奉
行
永
井
尚
方
の
所
へ
訴
え
た
。
要
求
内
容
は
、
修
復
の
例
は
な
い
の
で
、
本
宮
正
権
殿
造
営
の
う
え
、
遷
宮
の
要
求
で
あ
る
。

東
町
奉
行
所
か
ら
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
造
営
遷
宮
し
て
今
年
で
九
年
目
で
あ
り
、
鼠
の
通
り
道
、
損
失
の
品
の
全
容
、
過

去
に
御
帳
内
に
鼠
が
入
っ
た
先
例
、御
戸
開
き
神
事
の
年
間
の
回
数
、本
宮
御
殿
の
見
分
、古
権
殿
に
遷
御
の
例
な
ど
の
尋
問
を
受
け
た
。

社
家
側
は
、
古
権
殿
へ
遷
御
の
先
例
は
な
く
造
営
を
強
く
訴
え
た
。
同
一
二
日
に
は
、
賀
茂
伝
奏
・
同
奉
行
か
ら
の
尋
問
が
あ
り
、
寛

保
造
営
時
に
は
粗
末
な
造
り
で
、
朋
板
等
も
透
け
る
よ
う
で
最
初
か
ら
神
主
・
祝
は
心
配
し
て
い
た
こ
と
、
鼠
の
死
骸
は
な
い
が
、
糞

は
あ
っ
た
こ
と
等
を
訴
え
る
と
、
摂
政
一
条
道
香
の
判
断
で
、
撫
物
を
渡
す
の
で
、
明
日
よ
り
七
日
間
の
祈
禱
を
せ
よ
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
同
一
三
日
に
、「
此
度
之
一
事
ニ

付
一
社
一
同
天
下
安
全
玉
體
安
穏
宝
祚
無
窮
之
御
祈
禱
一
七
ヶ
日
自
今
日
可
相
勤
旨
ニ
而 

則

御
撫
物
一
箱
御
渡
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
摂
政
邸
へ
も
直
接
行
き
、
今
回
の
件
で
本
宮
御
帳
内
に
神
主
・
祝
二
夜
三
日
潔
斎

参
籠
し
て
密
々
に
中
を
調
べ
る
こ
と
や
祈
禱
の
件
承
諾
届
を
提
出
し
た
。
翌
一
四
日
に
、
賀
茂
伝
奏
に
急
に
呼
ば
れ
、
祈
禱
参
籠
中
の

浄
衣
指
貫
姿
の
ま
ま
神
主
ら
が
駆
け
つ
け
る
と
、今
回
の
鼠
の
件
は
虚
言
の
噂
が
あ
り
、卜
占
で
も
そ
の
兆
候
が
あ
っ
た
と
伝
達
さ
れ
た
。

　
　
御
伝
奏
御
奉
行
御
列
席
ニ
而

被
仰
渡
候
、
此
度
本
宮
御
内
陣
江

鼠
入
候
言
上
虚
言
ニ
而
ハ

有
間
敷
候
得
共
、
卜
之
表
ニ
而
ハ

虚
言
之
様

子
相
見
へ
候
、
且
神
殿
造
替
願
之
事
、
当
時
備
後
守
ニ

茂
病
気
大
切
ニ

候
得
ハ

、
町
奉
行
之
掛
り
江
左
候
ヘ
ハ

、
右
願
及
吟
味
候
而
ハ

一
社
難
渋
も
可
有
之
義
与

思
召
候
、
此
度
御
造
営
願
相
止
、
御
帳
帷
願
耳
被
申
候
ハ

ゝ
無
事
之
沙
汰
与

思
召
候
、（
中
略
）
両
人
被

申
上
候
ハ

、
此
度
之
言
上
全
虚
言
ニ
而
ハ

無
之
候
旨
段
々
被
申
処
、
仰
ニ

左
様
ニ
而
ハ

可
有
之
候
得
共
、
右
内
密
被
仰
渡
之
趣
、
両
人

得
心
候
ヘ
ハ

無
難
之
趣
再
応
被
仰
付
候
ニ

付
、
御
命
重
而

両
人
謹
而

奉
畏
候
旨
被
申
上
、
御
内
陣
窺
之
儀
者
不
及
其
儀
旨
参
籠
可
解
、

且
御
祈
禱
之
儀
ハ

其
儘
可
相
勤
旨
被
仰
渡
、
両
人
畏
り
奉
之
旨
被
申
上
候
（
後
略
）� 

　
こ
の
内
容
は
、
幕
府
に
対
す
る
鼠
害
に
よ
る
本
殿
造
営
願
を
取
下
げ
、
御
帳
帷
新
調
願
の
み
に
す
る
よ
う
に
と
の
朝
廷
判
断
が
、
賀

茂
伝
奏
よ
り
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
神
主
祝
の
御
帳
帷
内
参
籠
を
解
き
、
内
陣
被
害
状
況
の
内
々
調
査
は
停
止
す
る
が
、
祈
禱

は
そ
の
ま
ま
継
続
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
朝
廷
判
断
の
背
景
に
は
、
柳
原
光
綱
の
「
憲
臺
記
」
� 

に
よ
る
と
、
神
祇
権
大



寛
延
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
　
―
賀
茂
別
雷
神
社
を
中
心
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
瀬
　
久
美
子

一
九

副
卜
部
兼
雄
・
陰
陽
頭
安
倍
泰
邦
・
同
助
賀
茂
保
暠
の
占
文
や
官
外
記
進
勘
例
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
三
占
文
は
、
小
水
火

災
で
大
災
で
は
な
い
と
い
い
、
官
外
記
勘
例
を
摂
政
が
所
望
し
た
と
こ
ろ
、「
治
承
石
清
水
鼠
怪
有
之
、
不
及
造
替
、
追
而

被
祈
謝
之

例
注
進
者
、
被
准
此
等
之
例
、
今
度
被
改
御
帳
斗
、
不
可
及
造
替
歟
之
旨
、
被
申
入
仙
洞
云
々
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
桜
町
上
皇
に

寄
せ
ら
れ
た
治
承
年
間
（
一
一
七
一
～
一
一
七
五
年
）
の
石
清
水
八
幡
宮
鼠
害
時
の
先
例
に
準
拠
し
て
、
桜
町
上
皇
・
摂
政
一
条
道
香

ら
の
判
断
が
下
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
寛
延
二
年
の
三
家
の
占
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
①
　
　
卜
吉
凶
事

　
　
　
問
今
月
九
日
賀
茂
社
奉
開
御
戸
之
處
、
内
陣
御
帳
外
陣
御
畳
鼠
喰
損
事
吉
凶
如
何

　
　
　
推
之
依
有
不
信
不
浄
、
神
威
祟
有
之
歟
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
寛
延
二
年
九
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
道
長
上
正
三
位
大
蔵
卿
兼
神
祇
大
副
卜
部
朝
臣
兼
雄

　
　
②
　
勘
申
　
怪
異
之
事
　（
中
略
）

　
　
　
為
鼠
占
之
始
已
来
和
漢
為
鼠
妖
者
多
々
、
而
十
之
八
九
皆
為
災
歟
、
雖
然
這
般
之
異
、
全
不
與
有
　
階

（
マ
マ
）下

工
皇
玉
體
之
事
也

　
　
　
右
今
月
今
日
有
　
綸
旨
而

従
摂
政
殿
下
仰
承
　
進
呈
之
臣

尸
位
襪
線
下
得
弁
君
臣

之
殃
挙
　
一
決
故
両
存
之
以
聞
臣

欽
所
　
　

　
　
　
勘
申
如
件

　
　
　
　
　
寛
延
二
年
九
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
泰
邦

　
　
③
　
謹
勘
申
　
別
雷
社
御
内
陣
鼠
喰
之
事

　
　
　
康
富
記
嘉
吉
二
年
十
二
月
廿
四
日
辛
亥

　
吉
田
社
第
四
御
殿
神
服
鼠
喰
損
云
々

　
吉
凶
無
所
見
　
令
勘
之
鼠
者
十
二
支
　
北

　
　
　
方
陰
位
獣
也
　
然
則
陰
剋
陽
之
儀
歟
　
速
改
殿
内
被
祈
謝
　
可
有
御
慎
乎

　
　
　
　
　
寛
延
二
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陰
陽
助
賀
茂
保
暠
� 
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柳
原
光
綱
が
大
災
で
は
な
く
小
災
と
い
っ
た
の
は
、
卜
部
家
が
「
不
信
不
浄
　
神
威
祟
」
で
凶
あ
る
の
に
対
し
て
、
安
倍
家
は
、
災

な
れ
ど
も
天
皇
に
は
害
な
し
と
占
い
、
賀
茂
家
は
鼠
が
十
二
支
の
一
つ
な
の
で
神
殿
内
を
改
め
祈
謝
す
れ
ば
よ
い
と
の
占
い
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
官
外
記
勘
例
と
い
う
陰
陽
・
神
祇
道
以
外
の
治
承
年
間
の
石
清
水
社
の
先
例
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
勘
申
神
社
怪
異
事

　
　
治
承
四
年
八
月
二
十
七
日

　
　
有
御
卜
事

　
　
　
八
幡
宮
去
十
五
日
寅
刻
依
放
生
会
出
御
之
間
、
西
御
前
御
剱
錦
袋
幷
御
茵
為
鼠
被
喰
損
事
　
同
宮
同
日
同
時
令
下
坂
御
之
御
輿

　
　
　
鳳
形
抜
落
事 

　
如
元
奉
之
由
言
上 

　
北
野
宮
梅
樹
無
風
転
倒
事
、
神
祇
官
陰
陽
寮
等
占
申
吉
凶
之
処
、
八
幡
神
事
違
例
口
舌

　
　
　
云
々
、
北
野
公
家
御
慎
殊
重
云
々
（
以
下
省
略
）

　
　
　
　
九
月
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
大
史
　
小
槻
盛
春
　
印
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
外
記
　
中
原
師
充
　
印
　
上
� 

　
右
の
太
政
官
両
局
の
治
承
四
年
の
勘
例
に
は
、
石
清
水
八
幡
宮
の
御
剱
錦
袋
と
御
茵
が
鼠
被
害
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
、
八
幡
神
事
違

例
と
は
記
し
て
い
る
が
、そ
の
対
応
に
つ
い
て
記
載
は
な
い
。
こ
の
外
、石
清
水
八
幡
宮
に
つ
い
て
は「
永
昌
記
」嘉
承
元
年（
一
一
〇
六
）

七
月
一
九
日
条
に
「
八
幡
宮
申
為
鼠
御
帳
紐
喰
損
幷
蛇
出
来
（
中
略
）
内
覧
奏
下
怪
所
幷
方
角
神
社
可
有
奉
幣
」
と
、
御
帳
紐
鼠
害
時

の
奉
幣
で
の
対
応
や
、「
中
右
記
」
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
一
一
月
二
五
日
条
の
「
伊
勢
一
社
奉
幣
（
中
略
）
高
宮
御
衾
等
為
鼠
被

喰
積
仕
注
申
調
進
之
由
也
（
中
略
）
今
度
奉
幣
尋
先
例
所
申
行
也
　
仮
殿
遷
宮
延
引
之
時
為
被
申
計
旨
奉
幣
也
」
�

と
あ
る
如
く
、
伊

勢
高
宮
鼠
御
衾
被
害
時
で
の
仮
殿
遷
宮
延
引
の
先
例
等
を
合
成
し
て
、
柳
原
光
綱
が
、
石
清
水
社
の
鼠
御
帳
喰
損
害
で
は
、
御
帳
の
新

調
の
み
で
造
営
は
な
く
、
祈
謝
の
み
と
い
う
先
例
を
新
た
に
作
り
、
桜
町
上
皇
に
奏
聞
し
て
、
こ
れ
が
朝
廷
の
判
断
に
な
っ
た
可
能
性

が
あ
る
。
石
清
水
八
幡
で
は
、
嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
に
宝
殿
下
か
ら
蛇
が
出
て
鼬
を
追
っ
て
武
内
社
前
で
喰
い
殺
す
と
い
う
事
件



寛
延
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
　
―
賀
茂
別
雷
神
社
を
中
心
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
瀬
　
久
美
子

二
一

が
起
き
、
社
務
が
替
え
ら
れ
て
い
る
�

が
、
こ
れ
は
、
鼠
で
も
な
く
神
殿
内
で
も
な
い
の
に
社
務
建
替
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
不
都
合

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
先
例
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
上
賀
茂
社
で
は
、
九
月
一
三
日
か
ら
七
日
間
の
祈
禱
が
執
行
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
五
日
間
の
桃
園
天
皇
御
慎
み
�

が
、
桜

町
上
皇
の
命
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
朝
廷
は
、
事
態
の
収
拾
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
背
景
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

同
年
九
月
の
賀
茂
と
同
時
期
に
は
、
伊
勢
内
外
宮
の
式
年
遷
宮
が
執
行
さ
れ
て
お
り
、
桜
町
上
皇
は
九
月
一
六
日
に
、
式
年
遷
宮
終
了

に
よ
る
和
歌
一
巻
・
太
刀
一
腰
を
奉
納
し
て
祈
禱
を
命
じ
て
い
る
�

の
で
、
朝
廷
内
で
は
、
伊
勢
神
宮
遷
宮
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い

た
状
況
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、
賀
茂
社
側
か
ら
み
れ
ば
、
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
の
年
で
あ
る
こ
の
時
期
こ
そ
が
、
造
営
願
を
朝
廷
・
幕

府
に
申
請
す
る
絶
好
の
好
機
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
伊
勢
と
異
な
り
、
賀
茂
別
雷
神
社
式
年
遷
宮
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ

て
も
、
三
〇
年
か
ら
五
一
年
と
不
定
�

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
寛
延
二
年
の
怪
異
祈
禱
は
賀
茂
一
社
の
み
で
、
七
社
七
寺
に

対
す
る
祈
禱
命
令
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
、
鼠
害
に
よ
る
幕
府
へ
の
造
替
要
求
は
、
同
年
一
一
月
に
入
っ
て
再
び
、
繰
り
返
さ
れ
、
一
一
月
二
三
日
に
、
賀
茂
伝
奏
よ

り
、
権
殿
仮
殿
を
建
て
、
ま
ず
権
殿
神
宝
を
仮
殿
に
渡
御
し
、
権
殿
を
修
理
し
た
後
に
、
権
殿
に
本
宮
仮
遷
宮
を
し
て
、
本
殿
鼠
穴
を

修
理
の
上
、
ま
た
本
殿
に
正
遷
宮
を
す
る
と
い
う
決
定
が
言
い
渡
さ
れ
、
社
司
等
も
納
得
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
一
月
二
八
日
に
権
殿

神
宝
渡
御
、
一
二
月
六
日
権
殿
修
復
完
了
、
同
八
日
に
本
宮
を
権
殿
に
仮
遷
宮
、
本
宮
内
陣
の
損
害
・
新
調
目
録
作
成
後
、
同
一
八
日

に
町
奉
行
所
に
届
出
を
し
て
、
一
二
月
二
一
日
に
本
殿
修
繕
完
了
、
同
二
九
日
に
内
陣
御
帳
帷
新
調
織
物
の
布
完
成
（
代
銀
一
貫
百
拾

八
匁
八
歩
五
厘
支
払
う
）、
翌
寛
延
三
年
一
月
二
八
日
、
本
宮
の
正
遷
宮
�

が
執
行
さ
れ
、
一
件
落
着
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鼠
害

に
よ
る
神
殿
内
陣
被
害
は
、
本
殿
造
営
で
は
な
か
っ
た
が
、
神
器
の
一
部
新
調
と
本
殿
修
理
の
た
め
の
仮
殿
遷
宮
・
修
復
本
殿
正
遷
宮

と
い
う
朝
廷
と
神
社
の
折
衷
案
が
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、内
陣
の
神
体
が
穢
さ
れ
た
と
い
う
神
の
罰
を
恐
れ
る
観
念
は
、

天
皇
の
慎
み
と
上
賀
茂
一
社
の
祈
禱
で
解
決
し
、
幕
府
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
、
幕
府
負
担
の
造
営
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
現
実
路
線
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を
朝
廷
が
選
択
し
て
、
神
社
側
を
宥
め
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
。

お
わ
り
に

　
寛
延
二
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
三
件
の
怪
異
・
地
震
に
対
す
る
朝
廷
の
祈
禱
は
、
賀
茂
（
幸
徳
井
）・
安
倍
（
土
御
門
）・
卜
部
（
吉

田
）・
源
（
小
泉
）
四
家
の
卜
占
の
結
果
や
先
例
を
基
に
し
た
朝
廷
の
判
断
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
は
、
地
震

と
怪
異
の
卜
占
は
、
別
箇
に
行
わ
れ
、
た
と
え
占
文
の
中
に
「
不
信
不
浄
神
威
祟
」
の
文
言
が
あ
っ
て
も
、
怪
異
を
祈
禱
名
目
と
し
た

り
、
穢
や
神
威
祟
の
文
言
を
祈
禱
書
付
や
祝
詞
に
入
れ
る
こ
と
は
、
も
は
や
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
怪
異
に
対
し
て
神
罰
を
恐
れ
る
観

念
は
、
中
世
と
同
様
、
天
皇
が
慎
み
を
し
た
り
、
七
社
七
寺
に
「
国
家
安
全
」
祈
禱
を
す
る
こ
と
で
、
タ
テ
マ
エ
と
し
て
民
を
保
護
す

る
国
家
統
治
者
と
し
て
、
そ
の
災
禍
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
の
神
社
側
で
は
、
怪
異
を

社
司
・
評
定
が
神
社
造
営
願
の
契
機
に
し
た
り
、
氏
人
が
神
社
運
営
へ
の
氏
人
合
意
を
要
求
す
る
契
機
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
怪
異
は
、
神
社
に
と
っ
て
、
朝
廷
や
幕
府
に
対
す
る
要
求
の
手
段
と
さ
れ
て
い
る
点
が
、
中
世
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
主
に
安
倍
・
賀
茂
・
卜
部
三
家
の
占
文
は
、
朝
廷
の
意
志
決
定
に
大
き
く
作
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
用
い

る
の
で
は
な
く
、
摂
政
等
の
公
家
は
、
寛
延
二
年
賀
茂
社
鼠
害
に
対
す
る
先
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
過
去
の
先
例
を
都
合
よ
く
取
捨

選
択
し
て
現
実
可
能
な
事
例
に
、
作
り
直
し
て
天
皇
・
上
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
近
世
に
お
け
る
鳴
動
・
烏
鶏
鳴
と
い
う
怪

異
は
、
極
め
て
主
観
的
要
素
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
朝
廷
内
で
は
、
虚
偽
説
が
囁
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、
当
時
の

民
衆
社
会
で
は
、
賀
茂
社
領
の
農
民
が
、
山
鳴
動
を
神
威
祟
り
と
恐
れ
る
の
で
は
な
く
、
風
聞
の
山
鳴
動
を
否
定
し
て
お
り
、
社
司
評

定
、
氏
人
と
も
に
、
地
震
で
あ
る
と
合
理
的
な
解
釈
を
し
て
い
る
事
実
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
近
世
に
な
る
と
、
怪
異
現
象
が
記

録
か
ら
姿
を
消
し
て
い
く
の
は
、
神
威
が
後
退
し
、
自
然
現
象
に
対
す
る
合
理
的
解
釈
が
次
第
に
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。



寛
延
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
　
―
賀
茂
別
雷
神
社
を
中
心
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
瀬
　
久
美
子

二
三

　
註

⑴
　
平
川
新
編
『
江
戸
時
代
の
政
治
と
地
域
社
会
』
第
二
巻
「
地
域
社
会
と
文
化
」、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年

⑵
　
朝
日
選
書
六
四
四
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年

⑶
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
　
謄
写
本

⑷
　『
大
日
本
近
世
史
料
　
廣
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
二
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年

⑸
　
宇
佐
美
龍
夫
他
『
日
本
被
害
地
震
総
覧
五
九
九
―
二
〇
一
二
』
東
京
大
学
出
版
会
。
二
〇
一
三
年

⑹
　
註
５
に
同
じ

⑺
　
前
掲
「
兼
香
公
記
」
寛
延
四
年
二
月
二
九
日
条
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
謄
写
本

⑻
　
前
掲
『
廣
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
二
、一
四
―
一
五
頁

⑼
　
前
掲
「
兼
香
公
記
」

⑽
　
前
掲
「
兼
香
公
記
」
寛
延
四
年
四
月
二
一
日
条

⑾
　「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
二
月
二
九
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

⑿
　『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
　
史
料
纂
集
　
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
七
年
十
二
月

⒀
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
四
月
二
九
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

⒁
　「
頼
言
卿
御
記
」
寛
延
四
年
五
月
五
日
条
に
「
去
月
十
七
日
賀
茂
別
雷
社
炊
神
供
酒
殿
釡
鳴
吉
凶
陰
陽
頭
助
勘
進
被
仰
出
云
々
又
従
去
一
日

七
ヶ
日
於
七
社
七
ヶ
寺
有
御
祈
云
々
」
と
、
七
社
七
寺
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
首
巻
、
二
六
八

頁
。
石
清
水
八
幡
宮
社
務
所
、
昭
和
一
四
年
第
一
刷
、
平
成
九
年
第
二
刷
発
行
。『
伏
見
稲
荷
大
社
年
表
』
二
三
三
頁
、
伏
見
稲
荷
大
社
御
鎮
座

一
千
二
百
五
十
年
大
祭
奉
祝
記
念
奉
賛
会
編
輯
兼
発
行
、
昭
和
三
七
年
。

⒂
　「
頼
言
卿
御
記
」
寛
延
四
年
五
月
五
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
。「
通
兄
公
記
」
二
八
、
寛
延
四
年
五
月
一
四
日
条
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳

六
一
七
三
―
三
四
五
―
二
八
。



千
葉
経
済
論
叢
　
第
59
号

二
四

⒃
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
四
月
二
九
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

⒄
　
前
掲
註
⒁
に
同
じ

⒅
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
字
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
五
月
六
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

⒆
　「
御
祈
類
聚
」
神
宮
文
庫
、
一
門
―
二
〇
六
六
号

⒇
　
前
掲
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二
、二
〇
頁

�
　
藤
田
覚
『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』、
一
九
〇
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
九
月

�
　
間
瀬
久
美
子
「
近
世
朝
廷
・
幕
府
と
寺
社
の
災
害
祈
禱
―
元
禄
一
六
年
の
地
震
祈
禱
を
中
心
に
ー
」 

朝
幕
研
究
会
の
論
集
（
題
未
定
）、
岩
田
書
院
、

二
〇
一
九
年
出
版
予
定

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
元
禄
一
六
年
一
二
月
七
日
条
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、H

i-C
A

T
p
lu

s

　
一
六
八
―

一
九
九
六
―
〇
九
一

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
四
月
二
五
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

�
　「
賀
茂
別
雷
神
社
　
清
足
日
記
」
寛
延
四
年
四
月
二
六
日
条
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
　H

i-C
A

T
p
lu

s 

一
六
八
―
一
九
九
六
―
一
〇
一
　
尚
、
前

掲
註
１
の
中
川
学
論
文
に
は
、
三
箇
条
全
て
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
但
し
中
川
氏
は
非
役
氏
人
は
一
一
八
名
と
記
し
て
い
る
。

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
五
月
四
日
条
・
五
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
五
月
六
日
条
、
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵

�
　
賀
茂
・
安
倍
二
つ
の
占
文
は
前
掲
「
頼
言
卿
御
記
」
寛
延
四
年
五
月
五
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
二
六
〇
―
二
一

�
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ムR

eel 

五
（
陽
明
文
庫
所
蔵
史
料
）
こ
の
史
料
は
宝
歴
四
年
三
月
一
一
日
の
幕
府
裁
許
の
際
、
京
都
町

奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
寛
延
四
年
四
月
に
社
司
評
定
と
非
役
氏
人
の
提
出
し
た
言
上
書
の
内
容
と
符
合
す
る
こ
と
か
ら
、
山
鳴

動
に
は
あ
え
て
触
れ
な
い
と
い
う
双
方
の
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
も
の
と
判
断
す
る
史
料
と
し
て
使
用
し
た
。

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
四
年
一
一
月
一
九
日
条
　



寛
延
の
怪
異
と
地
震
祈
禱
　
―
賀
茂
別
雷
神
社
を
中
心
に
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
瀬
　
久
美
子

二
五

�
　「
通
兄
公
記
」
二
七
、
寛
延
三
年
六
月
一
三
日
条
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
写
真
帳
六
一
七
三
―
三
四
五
―
二
七  

�
　
前
掲
「
兼
香
公
記
」
寛
延
三
年
六
月
一
六
日
条

�
　『
地
下
家
伝
』
中
、
一
〇
〇
〇
頁
、
寛
延
二
年
七
月
四
日
に
陰
陽
大
属
就
任
、
正
宗
敦
夫
編
纂
校
訂
、
自
治
日
報
社
、
昭
和
四
三
年

�
　
前
掲
註
⒄
「
御
祈
類
聚
」

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
三
年
六
月
二
一
日
条

�
　
前
掲
『
妙
法
院
日
次
記
』
第
十
二

�
　
前
掲
註
⒁
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
首
巻
、
二
六
八
頁
に
「
六
月
廿
二
日
、
七
社
七
寺
ヲ
シ
テ
國
家
安
全
ヲ
祈
ラ
シ
メ
ラ
ル

」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
伏
見
稲
荷
大
社
年
表
』
二
三
三
頁
に
は
「
六
月
廿
二
日
　
是
よ
り
先
、
摂
政
一
条
道
香
、
国
家
安
全
の
御
祈
禱
あ
る
べ
き
を
神
祇
拍
雅
富

王
に
命
じ
、
当
社
は
是
日
よ
り
一
七
日
間
是
を
修
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

�
　
前
掲
笹
本
正
治
『
鳴
動
す
る
中
世
』
二
〇
九
頁

�
　
山
田
雄
司
『
怨
霊
・
怪
異
・
伊
勢
神
宮
』、
三
二
五
頁
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年

�
　
前
掲
『
桜
町
天
皇
実
録
』
第
二
巻
、
一
〇
一
五
頁

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
二
年
九
月
一
四
日
条

�
　
前
掲
『
桃
園
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
二
八
六
頁

�
　
三
家
占
文
は
全
て
、「
神
祇
神
官
神
職
」、
陽
明
文
庫
所
蔵
史
料
マ
イ
ク
ロR

eel

五
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

�
　
註
�
に
同
じ

�
　
註
�
に
同
じ

�
　
山
田
雄
司
前
掲
書
、
三
二
七
頁

�
　
山
田
雄
司
前
掲
書
、
三
二
九
頁
に
、
永
禄
七
年
八
月
五
日
の
賀
茂
在
富
の
伊
勢
外
宮
怪
異
勘
文
中
に
「
依
神
事
違
例
、
穢
気
不
信
不
浄
所
致
歟
、

御
薬
事
、
可
慎
御
也
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
御
慎
み
と
は
薬
を
断
つ
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　



千
葉
経
済
論
叢
　
第
59
号

二
六

�
　『
神
宮
史
年
表
』、
一
七
三
頁
、
神
宮
司
庁
、
平
成
一
七
年

�
　
小
出
裕
子
「
近
世
期
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
神
社
の
遷
宮
に
関
す
る
研
究
」、
二
〇
一
一
～
一
三
年
科
学
研
究
費
助
成
事
業
　
研
究
成
果
報
告
書

�
　
前
掲
「
賀
茂
別
雷
神
社
日
記
」
寛
延
二
年
一
一
日
～
寛
延
三
年
一
月
二
八
日
条

（
付
記
）

　
　
成
稿
後
、山
本
宗
尚
「『
賀
茂
禰
宜
神
主
系
図
』
に
見
え
る
事
件
簿
（
３
）」（『
み
た
ら
し
の
う
た
か
た
』
一
五
・
一
六
号
平
成
二
八
年
）
を
知
り
ま
し
た
。

社
司
補
任
の
視
点
よ
り
、
寛
延
四
年
不
祥
事
事
件
と
し
て
扱
っ
た
貴
重
な
論
稿
で
す
。

　
　
尚
、
本
稿
は
京
都
大
学
Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｒ
Ｔ
Ｔ
Ｓ
二
〇
一
七
に
よ
り
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
史
料
の
閲
覧
・
引
用
に
際
し
て
、
所
蔵
者
賀
茂
別
雷
神

社
様
は
じ
め
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
京
都
大
学
防
災
研
究
所
・
理
学
部
の
関
係
諸
先
生
方
・
研
究
員
の
皆
様
か
ら
、
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し

た
こ
と
を
、
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ま
せ
　
く
み
こ
　
本
学
非
常
勤
講
師
）


